
水資源機構による能登半島地震被災地への
給水支援（第３報）

珠洲市野々江総合公園内（亀ヶ谷池）にて飲用水の給水開始

１月８日（月）石川県珠洲市野々江町（野々江総合公園内の亀ヶ谷池）に設置した

当機構の可搬式浄水装置（２台）について、水道法に基づく水質検査が完了し、本日

（１月１２日）から飲用としての給水が可能となりましたので、お知らせします。

給水は、当面、国、自衛隊、自治体が手配する給水車両に行われる予定です。

（注）１月１１日（木）現在

（ ） （ ） （ ）１ １月９日 火 より生活用水として自衛隊等に給水開始 累計24,300リットル

（２）緊急災害支援隊として、機構職員延べ１０７名を被災地に派遣

（参考）給水場所での給水活動状況 （別紙１）

可搬式浄水装置について （別紙２）
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独立行政法人水資源機構 総務部広報課長 舩越（ふなこし）

所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２

電 話： ０４８）６００－６５１３（広報課直通）（



給水場所（珠洲市野々江町）での給水活動状況別紙１

国土交通省給水車両への給水作業

可搬式浄水装置設置場所
野々江総合公園内（亀ヶ谷池）

国土地理院地図国土地理院地図

自衛隊給水車両への給水作業

珠洲市

１月９日（火）より生活用水として自衛隊等の給水車両に給水を開始しています

亀ヶ谷池の水（左）を
浄水した水（右）

給水場所位置図



水資源機構は、異常渇水時、地震・水害等の災害時においても「安全で良質な水」を利
水者の皆様にお届けする責務を有しています。その責務を果たす一手段として、海水など
の原水を「水質基準に関する省令」で規定する基準を満足する水準に浄化する可搬式浄水
装置を保有しています。
平成2２年度から令和４年度まで、水源が枯渇する恐れのあった離島で海水を淡水化し

て給水した例や、地震等によって配水系統が損傷し、濁水が混入した地域の水を浄化し、
水不足の被害軽減に貢献してきました。

◆◆水資源機構に配備されている可搬式浄水装置の仕様◆◆

可搬式浄水装置 1号機 可搬式浄水装置 2号機

保管場所 愛知用水総合管理所 利根導水総合事業所

処理能力 ５０，０００リットル/日 ５０，０００リットル/日

処理方式 二段式逆浸透膜方式
一段式逆浸透膜方式
（高ホウ素除去）

前処理方式 砂ろ過方式 ＵＦ膜方式

規格（重量）

原水槽：2.14ｍ×5.0m×1.9ｍ（約0.72ｔ）
前処理：2.14ｍ×5.0m×2.3ｍ（約1.19ｔ） 前処理：1.9m×2.3m×1.8m（約1.25t）

本体：2.14ｍ×5.0m×1.9ｍ（約2.65ｔ） 本体：2.0m×1.9m×1.6m（約1.68t）

運搬方法 2.9ｔ吊り８tユニック車３台 2.9ｔ吊り８tユニック車２台

別紙２



これまでの給水支援活動
●茨城県桜川市〔H23.3.14～H23.3.22（9日間）〕
H23年東北太平洋沖地震（東日本大震災）により、霞ヶ浦用水の送水管が被災

し、利水者である桜川市の上水道が断水しました。機構職員自ら可搬式浄水装置
を運転し、給水活動を行いました。作られた水は市民への給水や、病院で使用さ
れました。

●東京都小笠原村〔H23.7.16～H23.8.26（41日間）〕
小笠原村で少雨が続いたことにより、父島の水道水源ダムの貯水率が大幅に低

下し、31年ぶりの大渇水に見舞われました。機構は小笠原村からの支援要請を受
けて、可搬式浄水装置と機構職員を派遣し、給水支援を行いました。

●宮城県女川町江島〔H23.9.26～H25.3.19（541日間）〕
H23年東北太平洋沖地震（東日本大震災）により、女川町の浄水場から女川

町沖の江島への水道用水が供給できなくなりました。機構は女川町からの支援要
請を受けて、可搬式浄水装置と機構職員を派遣し、給水支援を行いました。

可搬式浄水装置とは？

●熊本県山都町〔H28.4.22～H28.4.24（３日間）〕
H28年熊本地震時、相次ぐ地震で水道施設が損傷し、水道水が濁り、飲用に適

さない状態が続いていた熊本県山都町に、（公社）日本水道協会及び熊本県の要
請を受けて、可搬式浄水装置と機構職員を派遣し、給水支援を行いました。

●東京都利島村〔H28.6.8～H28.7.11（34日間）〕
伊豆諸島の利島（東京都利島村）では、少雨が続いたことにより、村の水道水

源が枯渇する見通しとなりました。機構は利島村からの支援要請を受けて、可搬
式浄水装置と機構職員を派遣し、給水支援を行いました。

●東京都小笠原村〔H29.2.18～5.22（94日間）〕
小笠原村父島で、Ｈ28年秋から少雨が続き、水道水源が枯渇する恐れがあり

ました。H23の教訓より、「可搬式海水淡水化装置の相互貸与に関する協定」
を締結していました。この協定に基づき、小笠原村から派遣要請があったことか
ら、父島に可搬式浄水装置と職員を派遣し、小笠原村と協働で海水を淡水化して
給水し、父島の渇水を乗り切りました。

●福岡県新宮町相島〔H30.２.18～H30.3.19（30日間）〕
福岡県新宮町相島で、H29年11月からH30年1月までの降水量が平年比37％

と少雨が続いたことにより、水道水源が枯渇する恐れがありました。新宮町から、
支援要請を受け、相島に可搬式浄水装置と職員を派遣し、新宮町と協働で上水道
用原水を給水しました。

可搬式浄水装置は、海水などを微細な孔を持つ膜を通して、浄化された淡水を作り出す装置で、機
動性に優れている点に特徴があります。
海水などの原水に、浸透圧以上の圧力を加え、限外ろ過膜（UF膜）、逆浸透膜（ＲＯ膜）を通過さ

せることにより、原水からイオンレベルの物質を除去し、水分子を通過させることで水道水質基準を
満足する水準の水を生産します。

●広島県三原市〔H30.7.15～H.30.7.22（8日間）〕
●福岡県新宮町相島〔H31.1.27～R元.7.19（174日間）〕
●東京都小笠原村母島〔H31.4.7～R元.5.8（32日間）〕
●山口県下関市六連島〔R5.1.10～R.5.2.16（10日間）〕


